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Ⅰ．はじめに 

2000（平成 12）年に「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」（以

下、「人権教育・啓発推進法」）が公布・施行されました（本法の全文は

巻末の参考資料１を参照）。 

以来、17年が経過し、学校現場においても、「人権教育・啓発推進法」

の基本理念のもと、「人権教育」の重要性が当たり前のこととして認知さ

れ、取り組まれているところです。 

2016（平成 28）年には、個別的な人権問題に関する差別の解消を掲げ、

「障害を理由とする差別の解消に関する法律」、「本邦外出身者に対する

不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」、「部落差別

の解消の推進に関する法律」の 3 法が施行されました。これらの法律で

は、差別を解消するために必要な教育や啓発を行うこととしています。 

そこで、改めて、人権教育の推進に関する根拠法である「人権教育・

啓発推進法」や基本理念について確認するとともに、2017（平成 29）年

３月に改定された三重県人権教育基本方針に則して、個別的な人権問題

を解決するための教育をどのように進めればよいか考えてみましょう。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

１ 「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」とは 
 

２１世紀を「人権の世紀」とすべく、2000（平成 12）年 12月に施行された「人

権教育・啓発推進法」は、第一条（目的）、第二条（定義）、第三条（基本理念）、

第四条（国の責務）、第五条（地方公共団体の責務）、第六条（国民の責務）、第

七条（基本計画の策定）、第八条（年次報告）、第九条（財政上の措置）、及び附

則（人権擁護推進審議会の「救済」に関する審議結果をもふまえ三年以内に見直

しをする旨の規定等）から構成されています。 

第三条では、「国及び地方公共団体が行う人権教育及び人権啓発は、学校、地

域、職域その他の様々な場を通じて、国民が、その発達段階に応じ、人権尊重の

理念に対する理解を深め、これを体得することができるよう、多様な機会の提供、

効果的な手法の採用、国民の自主性の尊重及び実施機関の中立性の確保を旨とし

て行われなければならない」との基本理念が示されています。 

また、第七条の規定により、2002（平成 14）年に「人権教育・啓発に関する

基本計画」（以下、「人権教育・啓発基本計画」）が閣議決定されました。現在、

学校における人権教育は、この計画に基づいて進められています。 

 

 

２ 「人権教育・啓発基本計画」が示す人権教育・啓発の在り方とは 
 

「人権教育・啓発基本計画」では、第３章の２「人権教育・啓発の基本的在り

方」において、人権教育の効果的な手法として「人権一般の普遍的な視点からの

アプローチ」と「具体的な人権課題に即した個別的な視点からのアプローチ」を

挙げています。 

つまり、人権教育を進めるに当たっては、法の下の平等、個人の尊重といっ  

た普遍的な視点についての学習と、各人権課題に関する知識や理解を深める学習

の両面を行うことによって、人権尊重の理解が深まり、実践的な態度を培うこと

ができるということです。 

そして、第４章の「人権教育・啓発の推進方策」の中では、後者について、   

12の人権課題を挙げ、その現状認識や具体的な取組内容等を示しています。 
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参考「人権教育・啓発に関する基本計画」より抜粋 

（二重下線は、作成者による） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人権教育・啓発に関する基本計画 

平成 14年 3月 15日閣議決定（策定） 

平成 23年 4月 1 日閣議決定（変更） 

 

第３章 人権教育・啓発の基本的在り方 

２ 人権教育・啓発の基本的在り方 

（2）発達段階等をふまえた効果的な方法 

    ・・・（略）、人権教育・啓発の手法については、「法の下の平等」、「個人の

尊重」といった人権一般の普遍的な視点からのアプローチと、具体的な人権

課題に即した個別的な視点からのアプローチとがあり、この両者があいまっ

て人権尊重についての理解が深まっていくものと考えられる。・・・（略）個

別的な視点からのアプローチに当たっては、地域の実情等をふまえるととも

に、人権課題に関して正しく理解し、物事を合理的に判断する精神を身に付

けるよう働きかける必要がある。・・・（略） 

 

第４章 人権教育・啓発の推進方策 

２ 各人権課題に対する取組 （※本文から項目のみ引用） 

(1)女性 

(2)子ども 

(3)高齢者 

(4)障害者 

(5)同和問題 

(6)アイヌの人々 

(7)外国人 

(8)HIV感染者・ハンセン病患者等 

 ア HIV感染者等 

 イ ハンセン病患者・元患者等 

(9)刑を終えて出所した人 

(10)犯罪被害者等 

(11)インターネットによる人権侵害 

(12)北朝鮮当局による拉致問題等 

(13)その他（性的指向に係る問題や新たに生起する人権問題など） 
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Ⅱ．学びのナビゲーション 

 

人権教育の目的の達成に向けた具体的な取組を 

～三重県人権教育基本方針から～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

2017 年３月に改定された三重県人権教育基本方針では、人権教育の目的を以下の

ように示し、そのために取り組む目標を３点挙げています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このように、基本方針では、自他の人権を守ろうとする「意欲」や「態度」、その

ために必要な「技能」に加え、人権に関する「知識」を身に付けることとしていま

す。人権尊重を志向する人権感覚が人権に関する知的認識と結びつくことで、自他

の人権を守るための実践行動ができる力や自らの進路を切り拓いていく力が育まれ

るのです。 

1999年（平成 11年）2月策定 

2007年（平成 19年）2月一部改正 

2009年（平成 21年）2月改定 

2017年（平成 29年）3月改定 

人権教育の目的 
 

人権教育は、総合的な教育であり、すべての教育の中で行われるものであると

の基本的認識のもと、「自分の人権を守り、他者の人権を守るための実践行動がで

きる力」を育み、人権文化を構築する主体者づくりをめざします。 

 上記の目的を達成するため、以下の３点を目標とします。 

 

●人権についての理解と認識を深める。 
一人ひとりが、人権の意義とその重要性についての正しい知識を十分に身 

に付ける。 
 

●人権尊重の行動につながる意欲・態度や技能を育てる。 
一人ひとりが、日常生活の中で人権尊重の考え方に反するような出来事を 

おかしいと思う感性や人権を尊重する姿勢を養い、行動に現れるよう人権感 
覚を十分に身に付ける。 
 

●一人ひとりの自己実現を可能にする。 
一人ひとりが、自尊感情を高め、自他の価値を認め、尊重しながら、進路 

を主体的に切り拓くことができる力を身に付ける。 
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「個別的な人権問題に対する取組」では、「人権問題の解決を自分の課題としてと

らえ、状況を変えようとする具体的な行動に結びつく教育・学習の充実を図るため」

に、以下の個別的な人権問題を解決するための教育を積極的に推進することが明記

されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三重県人権教育基本方針が示すこれらの「個別的な人権問題に対する取組」を積

極的に進めるため、具体的な実践事例を通して、実践者が得た学びや取組のポイン

トとなる視点を紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

個別的な人権問題に対する取組 
 

一人ひとりが、人権問題の解決を自分の課題としてとらえ、状況を変えようとす

る具体的な行動に結びつく教育・学習の充実を図るため、以下の個別的な人権問題

を解決するための教育を積極的に推進します。 

 

●部落問題を解決するための教育 

●障がい者の人権に係わる問題を解決するための教育 

●外国人の人権に係わる問題を解決するための教育 

●子どもの人権に係わる問題を解決するための教育 

●女性の人権に係わる問題を解決するための教育 

●様々な人権に係わる問題 を解決するための教育 
 

※様々な人権に係わる問題とは、高齢者、患者、犯罪被害者、アイヌ民族、刑を

終えた人・保護観察中の人、性的マイノリティ、ホームレス等の人権に係わる

問題、インターネットによる人権侵害、災害と人権、貧困等に係る人権課題や

北朝鮮当局による拉致問題等 などです。 

実践事例を通して 

※ 
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人権が尊重される集団のなかでこそ、子どもたちは自分や他者を大切にする態

度を身に付けることができます。そのため、日常のあらゆる教育活動は、子ども

一人ひとりが、自分の存在を認められ安心して学ぶことのできる環境のなかで行

われるべきです。 

そして、このような安心して過ごせる環境において、人権問題を解決しようと

する行動力を身に付けるための取組を進めることが必要です。学級のなかで、自

分が暮らす地域へのまなざしに対する不安を打ち明けた友だちがいたとします。

まわりの子どもたちが「自分たちは差別しない」という思いをもてたとしても、

部落問題を社会問題として認知し、解決に向けて行動しなければ、その友だちの

不安は解消されません。 

例えば、「仲間が差別されるのは許せない」「部落差別をなくしたい」という思

いを行動に結びつけるには、部落差別の現状や実態を知るとともに、様々な差別

的言説や偏見の誤りを見抜き、否定できる正しい知識を身に付けたり、その解決

の道筋を具体的に学んだりすることが必要です。 

部落問題学習として取り組まれてきた内容の一つに、「全国高等学校統一用紙

（以下、統一応募用紙）」の制定を題材とした学習があります。統一応募用紙は、

部落差別による就職差別を解消するために取り組んだ多くの人々の願いが結実

したものです。この学習では、制定の経緯や意義とともに、差別の実態を知るこ

とにより、部落問題が個人の問題ではなく社会を構成する一人ひとりの問題であ

ることを理解することができます。そして、その気づきから、これまでの自分の

意識や言動をふり返ることにつなげてきました。 

このように、個別の人権問題について具体的な取組から学ぶことで、子どもた

ちは、人権問題を「自分事」としてとらえ、その解決に関与しようとする意欲を

高め、「実際にそんな事例にであったとき、自分はどんな行動ができるか」を考

えたり、「自分は差別に対してどんな立場をとるのか」を問い直したりして、そ

の問題の解決に向けた生き方を獲得していくことができるのです。 

 

 

 

 

 

互いに尊重し合い、安心して過ごせる

学級づくりに取り組むことで、様々な人

権問題を解決するための力を身に付けさ

せたいと思っているのですが・・・？ 
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Ⅳ．おわりに 

 「人権が尊重される三重をつくる条例」（条例の全文は、参考資料２を

参照）が施行されて、２０年が経過しました。この間、三重県では、人権

確立の社会づくりに向けて、様々な施策が講じられてきました。しかしな

がら、社会には、未だ部落問題をはじめとする様々な人権問題が山積して

います。条例がその目的に示している「不当な差別のない、人権が尊重さ

れる、明るく住みよい社会の実現」のために、各学校現場における人権教

育の具体的な実践が求められています。 

本事例集は、「三重県人権教育基本方針」に挙げられている個別的な人

権問題を解決するための取組内容について、県内の実践をまとめたもので

す。子ども一人ひとりが、人権問題の解決を自分の課題としてとらえ、状

況を変えようとする具体的な行動に結びつく教育・学習の内容を図るため、

三重県教育委員会発行の人権学習指導資料「みんなのひろば」「気づく つ

ながる つくりだす」や人権学習教材「わたし かがやく」等の活用と併せ

て、本事例集を参考にしていただければ幸いです。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公益社団法人三重県人権教育研究協議会 
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参考資料１ 

 

人権教育及び人権啓発の推進に関する法律 

２０００年１２月６日公布・施行 

（目的） 

第一条 この法律は、人権の尊重の緊要性に関する認識の高まり、社会的身分、門地、

人種、信条又は性別による不当な差別の発生等の人権侵害の現状その他人権の擁護に

関する内外の情勢にかんがみ、人権教育及び人権啓発に関する施策の推進について、

国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、必要な措置を定め、もっ

て人権の擁護に資することを目的とする。 

 

（定義） 

第二条 この法律において、人権教育とは、人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活

動をいい、人権啓発とは、国民の間に人権尊重の理念を普及させ、及びそれに対する

国民の理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動（人権教育を除く）をい

う。 

 

（基本理念） 

第三条 国及び地方公共団体が行う人権教育及び人権啓発は、学校、地域、家庭、職域そ

の他の様々なな場を通じて、国民が、その発達段階に応じ、人権尊重の理念に対する

理解を深め、これを体得することができるよう、多様な機会の提供、効果的な手法の

採用、国民の自主性の尊重及び実施期間の中立性の確保を旨として行わなければなら

ない。 

 

（国の責務） 

第四条 国は、前条に定める人権教育及び人権啓発の基本理念（以下「基本理念」という。）

にのっとり、人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する責務を有す

る。 

 

（地方公共団体の責務） 

第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実

情をふまえ、人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する責務を有す

る。 

 

（国民の責務） 

第六条 国民は、人権尊重の精神の涵養に努めるとともに、人権が尊重される社会の実

現に寄与するよう努めなければならない。 
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（基本計画の策定） 

第七条 国は、人権教育及び人権啓発に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るた

め、人権教育及び人権啓発に関する基本的な計画を策定しなければならない。 

 

（年次報告） 

第八条 政府は、毎年、国会に、政府が講じた人権教育及び人権啓発に関する施策につ

いての報告を提出しなければならない。 

 

（財政上の措置） 

第九条 国は、人権教育及び人権啓発に関する施策を実施する地方公共団体に対し、当

該施策に係る事業の委託その他の方法により、財政上の措置を講ずることができる。 

 

附 則 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第八条の規定は、この法律の施

行の日の属する年度の翌年以降に講じる人権教育及び人権啓発に関する施策について

適用する。 

 

（見直し） 

第二条 この法律は、この法律の施行の日から三年以内に、人権擁護施策推進法（平成

八年法律第百二十号）第三条第二項に基づく人権が侵害された場合における被害者の

救済に関する施策の充実に関する基本的事項についての人権擁護推進審議会の調査審

議の結果もふまえ、見直しを行うものとする。 
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参考資料２ 

人権が尊重される三重をつくる条例 

１９９７年１０月１日施行 

すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利について平等で

あり、個人として尊重され、基本的人権の享有が保障されなければならない。 

 こうした世界人権宣言及び日本国憲法の理念の下に、私たち三重県民は、人権県宣言

の趣旨にのっとり、不当な差別をなくし、人権が尊重される、明るく住みよい社会を実

現するため、この条例を制定する。 

 

（目的） 

第一条 この条例は、人権尊重に関し、県及び県内で暮らし、又は事業を営むすべての者  

（以下「県民等」という。）の責務等を明らかにするとともに、その施策の基本とな

る事項を定めることにより、同和問題、子ども、女性、障害 者及び高齢者等の人権に

関する問題への取り組みを推進し、不当な差別のない、人権が尊重される、明るく住

みよい社会の実現を図ることを目的とする。 

 

（県の責務） 

第二条 県は、前条の目的を達成するため、県行政のあらゆる分野において人権尊重の

視点に立って取り組むとともに、人権が尊重される社会の実現に関する施策（以下「人

権施策」という。）を積極的に推進するものとする。 

２ 県は、人権施策を推進するに当たっては、国、市町及び関係団体と連携協力するも

のとする。 

 

（県民等の責務） 

第三条 県民等は、自ら人権意識の高揚に努めるとともに、相互に人権を尊重し、人権

を侵害してはならない。 

２ 県民等は、県が実施する人権施策に協力するものとする。 

（県と市町との協働） 

 

第四条 県は、市町に対し、県と協働して人権が尊重される社会の実現に努めること及び

県が実施する人権施策に協力することを求めるものとする。 

２ 県は、市町が実施する人権施策について必要な助言その他の支援を行うものとする。 

 

（基本方針） 

第五条 知事は、人権施策の総合的な推進を図るため、人権施策の基本となる方針（以

下「人権施策基本方針」という。）を定めるものとする。 

２ 人権施策基本方針は、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 人権尊重の基本理念 

二 人権に関する意識の高揚に関すること。 
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三 同和問題、子ども、女性、障害者及び高齢者等の人権に関する問題について、 

   各分野ごとの施策に関すること。 

四 前各号に掲げるもののほか、人権施策を推進するために必要な事項 

３ 知事は、人権施策基本方針を定めるに当たっては、あらかじめ、次条第１項の三重

県人権施策審議会の意見を聴き、議会の議決を経なければならない。 

４ 前項の規定は、人権施策基本方針の変更について準用する。 

 

（三重県人権施策審議会の設置） 

第六条 人権施策基本方針その他人権施策について調査審議するため、三重県人権施策

審議会（以下「審議会」という。）を設置する。 

２ 審議会は、人権施策に関する事項に関し、知事に意見を述べることができる。 

 

（審議会の組織等） 

第七条 審議会は、委員二十人以内で組織する。 

２ 委員は、人権に関し学識経験を有する者のうちから、知事が任命する。 

３ 前二項の場合において、男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の十分の四

未満とならないものとする。ただし、知事が、やむを得ない事情があると認めた場合

は、この限りでない。 

４ 委員の任期は二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

５ 委員は、再任されることができる。 

６ 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、知事が定

める。 

 

附則 （平成９年７月１日 三重県条例第５１号） 

この条例は、平成９年１０月１日から施行する。 

附則 （平成１２年７月１３日 三重県条例第６５号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附則 （平成１３年３月２７日 三重県条例第４７号） 

この条例は、平成１３年４月１日から施行する。 

 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１３年４月１日から施行し、同日以降に策定される計画について

適用する。 

附則 （平成１７年１０月２１日 三重県条例第６７号） 

この条例は、平成１８年１月１０日から施行する。 

 


